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諮問

烏帽子島鳥獣保護区特別保護地区の指定につ
いて



７自第   号 

令和 年 月  日 

 

福岡県環境審議会会長 殿 

 

福 岡 県 知 事 

（環境部自然環境課） 

 

 

烏帽子島鳥獣保護区特別保護地区の指定について（諮問） 

 

 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以

下「法」という。）第２９条第４項において準用する同法第４条第４項の規定に基づき、

下記のとおり諮問します。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

  烏帽子島鳥獣保護区特別保護地区の指定について 

 

２ 諮問理由 

  法第２９条第１項の規定により、知事は、鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥

獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指

定することができるとされている。 

  烏帽子島鳥獣保護区特別保護地区については、令和７年１１月１４日をもって存続

期間が満了するが、引き続き鳥類の集団繁殖地の保護を図る必要があることから、当

該区域を特別保護地区に再度指定するため、諮問を行うもの。 














